
16　主な事業

（１）みどりあふれる快適で人にやさしいまち（環境と都市基盤）

（単位：千円）

事 業 名 概　　　　　　　　要 決　算　額

環境対策事務に要する経
費

市民が設置した太陽光発電設備等住宅用新エネルギー機器等
の購入費用の一部を補助

13,249

塵芥処理に要する経費
可燃ごみの処理を広域支援により多摩地域のごみ処理施設で実施、浅川清流環境組
合にて実施する新可燃ごみ処理施設の整備・運営事業に要する費用を負担、清掃関
連施設整備基本計画を平成２８、２９年度の２か年で策定

1,412,601

ごみ減量啓発に要する経
費

市内在住の個人等を対象に、生ごみ減量化処理機器の購入費
用の一部を補助

23,907

道路新設改良に要する経
費

道路調査委託、市道４９５号線及び市道４９８号線道路補修
工事、市道７８７号線外道路用地取得等を実施

37,539

都道１３４号線整備に要
する経費

都道１３４号線整備に係る用地取得、物件補償、道路予備修正設計
委託等（新みちづくり・まちづくりパートナー事業）を実施

469,480

主要地方道１５号線整備
に要する経費

主要地方道１５号線整備に係る用地取得、物件補償、電線共
同溝設置工事等を実施

100,411

市街地再開発等の事業に
要する経費

武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発組合に対し、補助対
象業務に係る費用を補助

850,247

特定緊急輸送道路沿道建築
物耐震化助成に要する経費

対象となる道路に沿った建築物の耐震診断、耐震補強設計、
耐震改修等に要する経費を補助

177,878

土地区画整理事業に要す
る経費

東小金井駅北口土地区画整理事業に係る仮換地の指定、建物の移転
補償及びそれに伴う調査、整地、道路築造工事等を実施

844,274

都市計画道路３・４・１
２号線整備に要する経費

街路築造工事、電線共同溝設置工事、実施設計委託等を実施 95,409

都市公園等の整備に要す
る経費

貫井けやき公園及び小長久保公園の用地の一部について取得
を実施

154,646

（２）ふれあいと活力のあるまち（地域と経済）

（単位：千円）

事 業 名 概　　　　　　　　要 決　算　額

安全・安心まちづくり対
策に要する経費

地域団体が行う防犯カメラを設置する事業に対し、補助金を
交付

4,452

民間非営利団体に要する
経費

市民活動団体等からの提案により、協働事業に必要な経費を
補助

5,043

消費者対策に要する経費
消費生活相談室の機能強化及び若年者に対する消費者啓発を
実施

8,355

観光振興に要する経費
観光振興事業、情報の受発信及び市民や団体、企業等を繋げ
る等の中間支援組織としての業務の支援を実施

16,243

消防団活動に要する経費
消防団員ＯＢにより結成される小金井市消防災害支援隊に貸
与するアポロキャップ及びベストを作成

56,996

災害対策に要する経費
備蓄計画に基づき食糧・生活必需品・災害用トイレ・医薬品・備品
を購入、耐震性貯水槽の設置工事、防災マップの更新及び全戸配布
を実施

289,818
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（３）豊かな人間性と次世代の夢を育むまち（文化と教育）

（単位：千円）

事 業 名 概　　　　　　　　要 決　算　額

集会施設の維持管理に要
する経費

婦人会館及び貫井北町集会場の耐震診断を実施 46,595

はけの森美術館事業に要
する経費

展覧会（所蔵作品展２回、企画展２回、ギャラリーコンサー
ト１回）等を実施

10,040

特別支援教育に要する経
費

児童・生徒の日常介助や学習活動上のサポートを充実するた
め、特別支援教育支援員の増員を実施

44,508

不登校児・生徒支援モデ
ル事業に要する経費

不登校の児童・生徒その保護者の支援及び計画的に支援して
いく体制づくりのモデル事業を実施

3,353

学校運営に要する経費 小金井第三小学校の通学路に防犯カメラを設置 236,879

学校施設整備に要する経
費

トイレ改修工事、非構造部材改修工事、給食機器設置に伴う設備工事、給
食室防火区画改修工事、給食用リフト改修工事、プール循環ろ過設備改修
工事等を実施

68,963

公民館維持管理に要する
経費

貫井南分館の屋上防水改修工事を実施 81,235

図書館事業に要する経費
図書館本館に利用者向けインターネット端末及びプリンタを
設置

121,372

図書館維持管理に要する
経費

図書館本館の空調設備改修に係る設計、非常灯及び避難誘導
灯等の設備の改修を実施

20,158

少年自然の家維持管理に
要する経費

清里山荘の大浴場の浴槽シーリングの改修、床タイルの張替
え等の工事を実施

46,640

スポーツ推進計画策定に
要する経費

日常的にスポーツに取り組む機会の創出と、健康寿命の増進
を目的とした計画の策定を実施

701

２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピック推進に
要する経費

２０２０年大会開催に向け、リオデジャネイロオリンピック・パラ
リンピック大会出場選手応援事業及び地元スポーツ選手応援事業を
実施

2,438

総合体育館維持管理に要
する経費

総合体育館改修工事調査を受けた改修計画に基づき、屋上防
水改修工事を実施

141,956
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（４）誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち（福祉と健康）

（単位：千円）

事 業 名 概　　　　　　　　要 決　算　額

保健福祉総合計画策定に
要する経費

市民の福祉と健康づくりに資することを目的として策定され
た保健福祉総合計画を改訂

11,151

介護支援ボランティアポ
イント事業に要する経費

ボランティアに参加した高齢者に対して介護支援ボランティ
アポイントを付与

6,912

臨時福祉給付金給付に要
する経費

消費税率引上げに際し、低所得世帯への影響を緩和するため
の臨時的な給付措置を実施

55,652

年金生活者等支援臨時福祉
給付金給付に要する経費

賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者に対して給付
措置を実施

193,541

民間保育所助成に要する
経費

保育特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の運営費等
の補助及び支弁

898,792

保育室等保護者助成に要
する経費

認可外保育施設に通う児童の保護者への助成金を増額して交
付

24,000

保育施設開設及び改修に
要する経費

新たに特定保育施設、小規模保育事業所、家庭的保育事業所
及び認定こども園の設置等を実施

361,612

児童発達支援センター運
営に要する経費

児童発達支援センターの運営・管理について、指定管理者制
度を導入

94,330

妊婦健康診査に要する経
費

超音波検査の年齢要件を撤廃し、ＨＩＶ抗体検査及び子宮頸
がん検査を検査項目に追加し実施

84,014

健康教育及び食育に要す
る経費

食育アンケート調査等を実施し、平成２９年度から５年間の
推進計画を策定

5,617

負担金・補助金
骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図
るため、ドナー等に対して、奨励金を交付

71,603

Ｂ型肝炎ワクチン接種に
要する経費

平成２８年４月１日以降に生まれた生後１歳に至るまでの乳
児を対象に予防接種の全額公費負担を実施

12,621

（５）基本構想実現のために（計画の推進）

（単位：千円）

事 業 名 概　　　　　　　　要 決　算　額

収納事務に要する経費
収納率の更なる向上を実現するため自動電話催告システムを
導入し、未納者に対し電話催告を実施

21,972

※いずれの金額も千円未満切り上げ
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17　財政用語解説
１　普通会計

■人件費比率
　歳出総額に占める人件費の割合をいいます。

■経常収支比率

■公債費比率

■実質収支

　算式　（歳入総額－歳出総額）－翌年度へ繰り越すべき財源

■財政調整基金

■市債

■臨時財政対策債

　総務省で定める基準により、各地方自治体の財政状況の把握、地方自治体間の財政比較等
のために用いられる統計上、観念上の会計をいいます。

　本市の行財政改革の推進状況を図る指標とされてきた人件費比率は、昭和５１年度に４
５．２％となった後、７年連続を含む都合８回の全国ワースト１位を記録しましたが、平成
１４年度に２９．７％となり、実質３０年ぶりに２０％台への回復が図られました。その後
もさらなる改善が図られ、平成２２年度からは１０％台となり、平成２８年度は１５．０％
となっています。

　市税など経常的に入ってくる収入が、義務的で固定的に支出される経費（人件費・扶助
費・公債費など）にどれだけ使われているかを示したものです。数値が低いほど、財政の弾
力性・自由度があります。

  本市の実質収支は平成９年度、１０年度は２千万円未満と余裕のない財政運営でしたが、
平成１６年度に昭和６２年度以来１７年ぶりに１０億円の大台に乗り、平成２８年度では１
９億９，８６８万３千円となりました。

　年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、計画的な財政運営を行うために、財源に
余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用するためのものです。また、
各年度において決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積み立てることとなって
います。不測の事態や将来の大きな事業に備えて、一定額貯めておかなければなりません。

　道路整備や学校建設など、一時的に多額の費用がかかる事業を実施するために、市が長期
にわたり借入れする資金のことです。道路や公共の建物などは、将来にわたって利用に供さ
れることから、次世代の方にも費用を負担していただくという意味で、世代間の公平性とい
う観点からも市債（地方債）を財源とすることができるとされています。

　本市ではバブル経済崩壊後の平成７年度、８年度は、全国ワースト１位となりましたが、
行財政改革大綱を策定した平成９年度から徐々に健全化の方向を示し、平成１８年度には８
８．１％と８０％台となりました。その後、リーマンショック等による景気の減速により悪
化しましたが、平成２８年度は９２．７％となっています。

　公債費（借入金の返済）による財政負担の程度を判断する指数です。１５％を超えると財
政の弾力性が阻害されるといわれ、財政運営にも注意が必要です。

　本市では近年平成８年度の１１．１％をピークに、その後徐々に下降線をたどり、平成２
８年度は６．６％となっています。

　歳入歳出差引き額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた、実質的な収入と支出の
差をいいます。

　地方財政の財源不足対策において、国と地方が折半して負担することにしたことによる地
方負担分の補てん措置として、「地方財政法」の規定に基づき、特例として起債が認められ
るもので、いわば普通交付税の振り替わりの性格をもつものとされています。

　本市でも平成１３年度から借入が始まり、平成１５年度には普通交付税が臨時財政対策債
への振替措置により財源超過となる、「臨財債不交付団体」となり、平成２３年度からは
「交付団体」となりましたが、平成２７年度からは「不交付団体」となりました。平成２８
年度末現債高は８３億９０７万２千円です。

※他団体との比較が同条件下でできることから、決算分析に広く活用されている会計区分です。
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■住民税等減税補てん債（減税補てん債）

■臨時税収補てん債

■退職手当債

　本市では平成９年度に６億５，０００万円発行され、平成２０年度に償還が終了しました。

■類似団体

■投資的経費比率
　歳出総額に占める投資的経費の割合をいいます。

■ 起債依存度
　歳入総額に占める市債の割合です。

■ 実質公債費比率

　本市の実質公債費比率は、平成２８年度では３．０％でした。
■地方公共団体財政健全化法　

　地方消費税の収入が平成９年度において平年度化していないことに伴う影響に対処するた
めに発行したものです。本市では６億３，２４０万円発行されました。

　地方公共団体が、財政の健全化を図るため、退職する職員に支払う退職手当の財源に充て
るために起こす地方債であり、退職により節減される経費を償還財源に充て、加えて将来の
財政構造の健全化にも寄与するものとして発行が許可されるものです。

　都市の態様を決定する要素のうち、最もその度合いが強く、しかも容易かつ客観的に把握
できる人口、産業構造の類似した普通地方公共団体をいいます。多摩地区では、武蔵野市、
国分寺市、東久留米市、多摩市が本市の類似団体です。

　投資的経費とは、道路や建物などの建設事業費や用地の購入費など、支出の効果が資本形
成に向けられ、ストックとして将来に残るものに支出される経費です。本市では平成１７、
１８年度において２年連続で、また平成２０年度においても１５％以上でありましたが、平
成２８年度では９．４％となりました。

　恒久的な減税等地方税の減収を補てんするため「地方特例交付金等の地方財政の特別措置
に関する法律」「地方財政法」の規定に基づき、平成１８年度まで特例的に起債が認められ
たもので、いわば市税の振り替わりの性格を持つものとされています。

　平成１９年６月「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立しました。この法律
は、財政再建団体制度の約５０年ぶりの見直しであり、財政破綻を未然に防止するため、平
成１９年度決算から財政健全化にかかる各指標（健全化判断比率等）の公表が義務付けられ
ました。また、平成２０年度決算からは基準を超える団体は財政健全化計画、財政再生計画
を策定し、財政再建に取組まなければなりません。

　起債発行計画の目安となる指標で、弾力的な財政構造を維持するためには、起債依存度が
低いことが望ましいのですが、地方債は財源の年度間調整機能を有し年度によって高くなる
ことがあります。
　本市の起債依存度は平成２８年度では、普通建設事業債が増加したこと等により、１．
１％となりました。

　平成１８年度から地方債許可制度が協議制度に移行し、実質公債費比率という新しい比率
で起債制限等を行うこととされました。実質公債費比率は、基本的には分子に地方債の元利
償還金（公債費）を置き、分母に標準財政規模を置いて求めますが、従来と異なるのは、分
子の元利償還金に下水道など公営企業の支払う元利償還金への一般会計からの繰出金、一部
事務組合等の公債費類似経費を加えることで、いわば連結決算の考え方を導入していること
です。

　この実質公債費比率が１８％を超えると、地方債許可団体に移行することとされ、また２
５％を超えると、単独事業の起債が認められなくなり、起債制限団体となります。

　本市でも平成６年度から平成１８年度まで借入を行い、合わせて８１億４，３００万円
（借換債除く）発行しました。平成２８年度末現債高は１０億５，３７３万３千円です。
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■健全化判断比率等
⑴　健全化判断比率
　①　実質赤字比率　一般会計等の実質赤字の比率
　②　連結実質赤字比率　全ての会計の実質赤字の比率
　③　実質公債費比率　公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率

⑵　資金不足比率
　①　公営企業における資金不足比率
■性質別歳出

⑴　義務的経費
　地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費です。

　①　人件費
　　職員等に対し、勤労の対価・報酬として支払われる経費です。
　②　公債費

　③　扶助費

⑵　物件費
　物財調達のための一切の経費（賃金、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等）です。
⑶　維持補修費
　地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費です。
⑷　補助費等

⑸　積立金

⑹　投資及び出資金

⑺　貸付金

⑻　繰出金

⑼　投資的経費

　地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合や公
益上の必要性等の見地から会社の株式を取得したり、新たに共同して株主となる場合等に支
出する経費です。

　総務省の普通会計の基準に基づき、歳出経費を性質（人件費、物件費など）によって分類
したものです。経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、投資的経費及
びその他の経費に大別することができます。

　職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費から
なっています。

　地方公共団体が直接あるいは間接に地域住民の福祉増進を図るための現金の貸付けに要す
る経費です。

　一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費（各会計の赤字補填の目
的のために支出されるもの等）です。

　道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、
普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されています。

　④　将来負担比率　地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率

　　地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経
　費です。

　　社会保障制度の一環として生活困窮者、身体障害者等に対してその生活を維持するため
　に支出する経費です。

　補助費等の項目とされる支出事項は、支出の目的・根拠・対象等によって多種多様で、人
件費や維持補修費のように字句だけでは判断しにくいものも含まれます。（報償費、補助
金、賠償金、寄附金、補償費等）

　特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金等に積み
立てる経費です。
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